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活動再開について 

今年度 4 月より、新型コロナウイルス感染拡大により活動の自粛を要請しておりま

したが、緊急事態宣言も解除され白山市内屋外施設の地域開放も 6 月 1 日と決定しま

した。 

白山市教育委員会事務局より、市内学校施設の開放も確認したことを踏まえ 

6 月 1 日より自粛要請を解除することと致しました。 

 各チームにおかれまして活動再開となりますが選手への感染リスク低減のため 

可能な限り十分な対策の実施をお願い致します。 

 活動再開に伴い注意事項を取りまとめてありますので一読し遵守願います。 

 

記 

1) チーム活動を 6 月 1 日より再開する 

 体育館や室内練習場の使用は当面の間禁止する       (6/14 解除する) 

6/30 までは活動時間を半日とする             (6/19 解除する) 

レギュラー、ジュニアを午前・午後の半日ずつでも可        (6/19 解除する) 

6/1～6/5 までは、ミーテイングは可能だが練習は不可とする  

6/30 までは対外試合を禁止する                           (6/19 解除する) 

 

2) 活動参加に関しては、保護者の同意を得ること 

 

3) 学校体育施設、体育施設利用に関しては、下記ホームページの 

注意事項を参照して遵守してください 

白山市ホームページ 

http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/kyouiku/gakkoushidouka/gakkou_jugyou

saikai.html          

白山市スポーツ少年団ホームページ   

https://hakusan-sports.jp/ 

  白山市学童野球連盟のガイドラインは後日周知します 

 

4) 今後、白山市・石川県学童野球連盟・白山市スポーツ少年団から 

指導や指示があった場合それに従う 


